
麻生 区役 所 企画 調整 会議 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、川 崎 市 区 に お け る 総 合行 政の 推進 に 関す る

規則（ 平成 １８ 年川 崎市 規 則第 ２９ 号 ）第 ７条 第４ 項の 規 定 に

基づ き 、麻 生区 役所 企画 調 整会 議（ 以 下「 企画 調整 会議 」と い

う。）の組 織及 び 運営 に つ い て必 要な 事項 を 定め るも のと す る。

（構 成）  

第 ２ 条  企 画 調 整 会 議 は 、 次 に 掲 げ る 者 を もっ て構 成す る 。  

(1) 区 長  

(2) 副 区 長  

(3) 区 民 サ ー ビ ス 部 長  

(4)  地 域 み ま も り 支 援 セ ン タ ー （ 福 祉 事 務 所 ・ 保 健 所 支 所 ） 所

長  

(5)  地 域 み ま も り 支 援 セ ン タ ー （ 福 祉 事 務 所 ・ 保 健 所 支 所 ） 副

所長  

(6) 道 路 公 園 セ ン タ ー 所 長  

２  企 画 調 整 会 議 の 議 長 は 、 区 長 を も って 充 てる 。  

（ 開 催 ）  

第 ３ 条  企 画 調 整 会 議 は 、区 長 が 主 宰 し 、随時 開催 する も のと す

る。  

（ 関 係 職 員 等 の 出 席 ）  

第 ４ 条  議 長 は 、必 要 が あ る と 認 め る と き は、区の 職員 を 企画 調

整会 議に 出 席さ せる こと が でき る。  



２  議 長 は 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、関係 者の 出席 を 求め る

こと がで き る。  

（ 調 整 事 案 ）  

第 ５ 条  企 画 調 整 会 議 で 調 整 す る 事 案 は 、 次の とお りと す る。  

（ 1） 区 自 主 事 業 の 企 画 立 案 、 協 議 及 び事 後 評価  

（ 2） 区 に お け る 課 題 の 作 成  

（ 3） 区 役 所 業 務 に 係 る 窓 口 サ ー ビ ス 向 上 の 企 画 立 案 、 協 議 、 決

定及 び事 後 評価  

（ 4） 区 役 所 業 務 に 係 る 市 民 要 望 、 陳 情 事 項 及 び 市 長 へ の 手 紙 等

の総 合調 整  

（ 5） 局 か ら 依 頼 さ れ る 区 に 係 る 事 業 計 画 策 定 等 の 検 討 、 協 議 及

び調 整  

（ 6） そ の 他 区 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 事項  

（ 調 整 事 案 の 提 出 ）  

第 ６ 条  課 長 は 、企 画 調 整 会 議 に 提 出 し よ うと する 事案 が ある と

きは 、当該 事 案 の件 名そ の 他必 要な 資料 を 副区 長に 提出 す るも

のと する 。  

２   副 区 長 は 、前 項 の 提 出 を 受 け た と き は 、必 要に 応じ て 当該 事

案に 関係 す る区 の職 員に 事 前調 整等 をさ せ 、区 長の 承認 を 得て 、

当該 事案 を 企画 調整 会議 に 提出 する もの と する 。  

３  区 長 は 、企 画 調 整 会 議 に 提 出 し よ う と する 事案 があ る とき は 、

当該 事案 を 企画 調整 会議 に 提出 する こと が でき る。  

（ プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム ）  

第 ７ 条  議 長 は 、必 要 が あ る と 認 め る と き は、調整 事案 に 応じ た



具体 的な 事 項に つい て調 査 、検 討す るた め 、プ ロジ ェク ト チ ー

ムを 置く こ とが でき る。  

２  プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム は 、議 長 が 定 め る 区の 職員 をも っ て組 織

する 。  

３  プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム は 、常 に 企 画 調 整 会議 と連 携し な けれ ば

なら ない 。  

（ 庶 務 ）  

第 ８ 条  企 画 調 整 会 議 の 庶 務 は 、 企 画 課 に お いて 処理 する 。  

（ そ の 他 必 要 な 事 項 ）  

第 ９ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 企 画 調 整 会 議 の 運 営 に 関

する 事項 は 、区 長が 定め る 。  

  附  則  

(施 行 期 日 ) 

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施行 する 。  

（ 麻 生 区 役 所 企 画 調 整 会 議 設 置 要 綱 の廃 止 ）  

２  麻 生 区 役 所 企 画 調 整 会 議 設 置 要 綱 は 、 廃止 する 。    

 附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

 附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  


